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様式第 3号（第 9条関係） 

会議結果 

次の附属機関等の会議を下記のとおり開催した。 

附属機関等の名称 令和４(2022)年度第１回みよし市みどりと景観審議会 

開 催 日 時 
令和５(2023)年３月２２日（水曜日） 

午後１時３０分から午後３時まで 

開 催 場 所 みよし市役所６階  

出 席 者 

（委 員） 芹澤 俊介、宇野 勇治、岡村 穣、加藤 憲、森井 惠治 

（事務局） 舟橋都市建設部次長、近藤都市計画課長、 

岡本副主幹、小野副主幹、御喜田技師、 

次 回 開 催 予 定 日 令和５(2023)年６月 

問 合 せ 先 

都市建設部都市計画課 担当者名 岡本 

電 話 ０５６１－３２－８０２１ 

ﾌｧｸｼﾐﾘ ０５６１－３４－４４２９ 

メール toshi_k@city.aichi-miyoshi.lg.jp 

下欄に掲載するもの 
・議事録全文 

・議事録要旨 
要約した理由 ― 

審 議 経 過 

＜次第＞ 

 １ あいさつ 

 

２ 報告事項 

(1) 令和 4(2022)年度景観届出件数について 

(2) みどりと景観計画アクションプランの進捗状況について 

(3) みどりと景観計画の改定について 

 

３ 現地視察 
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会議録 

開会 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宇野委員 

 

 

事務局 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

芹澤会長 

 

事務局 

 

 

 

芹澤会長 

 

 

 

事務局 

 

 

 

本日は大変お忙しい中、お集まりいただき誠にありがとうございます。 

それでは、令和４年度第１回みよし市みどりと景観審議会を始めさせていた

だきます。 

本日は、全委員の方に出席いただいておりますので、水と緑の風景を守り育

てる条例施行規則第３５条第２項の規定により、会議が成立していることを報

告させていただきます。 

なお、本日は、事務局からの説明後に、次第にお示ししましたとおり、保田

ケ池公園の現地視察を予定しておりますのでよろしくお願いいたします。 

 

続きまして、会長の選任に移ります。 

水と緑の風景を守り育てる条例施行規則第３４条第２項の規定により、会長

をお決めいただきたいと存じます。 

なお、会長につきましては、互選によることとされております。会長に推薦

される方はいらっしゃいますでしょうか。 

 

 これまで芹澤委員には、会長としてご尽力いただいておりますので、今回も

芹澤委員が適任と思います。 

 

 ただ今、宇野委員より芹澤委員を推薦する旨のご発言がございました。委員

の皆さまの異議はございませんか。 

 

（発言なし） 

 

ご異議がないようですので、ご推薦をいただきました芹澤委員に会長をお願

いしたいと思います。 

 

それでは芹澤委員、会長席へお移りください。 

それでは、芹澤会長よりご挨拶をお願いいたします。 

 

 ご推薦いただきましてありがとうございます。よろしくお願いいたします。 

 

それでは議事に入りたいと思いますが、施行規則の規定により、「会長が会

務を総理する」こととなっておりますので、会の取り回しを芹澤会長にお願い

いたします。 

 

 それでは、議事に入りたいと思います。 

報告事項（１）の「令和４年度景観届出件数について」、事務局より説明をお

願いします。 

 

都市計画課の岡本と申します。よろしくお願いします。報告事項１の「令和

４年度景観区域内の届出件数について」説明させていただきます。景観の届出
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については、６戸以上の共同住宅や延べ床面積の合計が１，０００平方メート

ル以上の建築物、一定の高さを超える工作物、開発区域の面積が１，０００平

方メートル以上の開発行為等、一定規模以上の行為をする場合は、市に届出を

することになっております。資料１をご覧いただきたいと思います。 

まず、届出件数についてですが、令和４年４月１日から先月２月２８日まで

の届出件数は、２６件となっております。内訳は建築物が１７件、工作物が７

件、開発行為が２件です。建築物の１７件中８件が共同住宅で、残りは工場・

物流倉庫・店舗となっています。工作物の７件は通信用アンテナの増設に伴う

届出となっています。開発行為の２件は、宅地開発と自動車整備工場の建設を

伴うものとなっています。 

届出が提出されたもののうち、完了報告書が提出されているものは８件とな

っております。２６件中８件は提出されており、３月に入り１件提出されまし

て、１７件は未提出となっています。１７件はすべて完了予定時期を過ぎてい

ないものでございます。また完了予定時期を令和４年度中としている届出があ

りますので、今後、完了報告書の確認、施工の完了確認を行っていきます。 

なお、資料にはありませんが、参考としまして、昨年度は、届出件数は１７

件ありました。内訳として、建築物が９件、工作物が６件、開発行為が２件と

なっており、建築物の届出件数、内容ともに昨年度とあまり変化はありません

でしたが、通信用アンテナの届出が３件から７件に若干増加しております。 

資料の３は、今年度に申請がありました工場の完了確認写真です。建物の外

壁の色をマンセル値の規定内にしていただき、周辺の建物に配慮し突出しない

ようにしていただきました。以上で報告事項の１件目の説明とさせていただき

ます。 

 

ただいまの説明につきまして、何かご不明な点や質問などございますか。よ

ろしいでしょうか。 

それでは続きまして、報告事項（２）「みどりと景観計画アクションプラン

の進捗状況について」、事務局より説明をお願いします。 

 

報告事項２「みどりと景観計画アクションプランの進捗状況について」説明

します。 

A３の資料で、資料２－１をご覧ください。このアクションプランは、みどり

と景観計画に定めた各種施策について、実施方法や時期などを具体化し、実効

性を高めていくために作成したもので、目標年次を令和５年とし、５年ごとに、

平成２５年度までを短期、平成３０年度までを中期、令和５年度までを長期と

区分し、各段階で取り組む施策や目指す値を定めています。体系は大きく分け

て、「水と緑のアクションプラン」と「美しい景観づくりのアクションプラン」

の２つに分かれておりまして、「水と緑のアクションプラン」は、ＡからＥま

で、５つの施策と６８項目の事業が定められています。「美しい景観づくりの

アクションプラン」は、STEP１からSTEP５までの５段階１８項目の事業が定め

られています。この中で進捗がありました、施策C１の３８番「公共施設の緑化

の推進」について、事業が完了されたものがありますので、説明させていただ

きます。 
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資料２－２をご覧ください。公共施設の緑化において、鉄道駅は、住民が日

常的に利用する施設であるとともに、まちの玄関口となる空間です。そのため、

駅や駅周辺に緑化を推進し、まちの特徴であるアートを印象付けるような修景

を施すなど、住民がまちへの愛着を今より一層もてるように、また、来訪者が

感じるまちの印象がよりよくなるよう魅力ある駅周辺整備を検討というような

取り組みになっております。真ん中の表の右側に記載がありますとおり、令和

３年３月に三好ヶ丘駅前広場の整備工事が完了いたしました。 

写真をご覧いただきたいのですが、鉄道からの玄関口である駅前広場に緑化エ

リアを設置しました。今後は、ＮＰＯへの委託や住民との協定などによって季

節の草花が楽しめるスペースとして活用していけるように取り組んでまいりま

す。 

以上、簡単ではありますが、報告事項の２件目の説明とさせていただきます。 

 

ただいまの説明につきまして、何かご不明な点や質問などございますか。 

 

 公共施設の敷地の30％を緑化となっていますが、公共施設の敷地は市内で

何％くらいを占めているのでしょうか。 

 

 現在把握はしていませんが、市内には何個か公共施設がございまして、例え

ば庁舎でしたら駐車場も含めた敷地の中で30％ということになっております。 

 

41環境共生型の施設整備の推進とありまして、事業完了となっておりますが、

何か具体的な話を教えていただけないでしょうか。 

 

環境共生型の施設整備の推進というものは、公共施設の緑化を積極的に行う

とともに太陽光発電や雨水貯留などの環境に配慮した施設整備や環境に配慮し

た新技術などを施設整備に導入するとともに住民に対して自宅などに導入を促

すための設備などの紹介を行うということで、太陽光に関連したものですとか、

雨水貯留施設に関連したものへの補助金の制度を作っておりまして、それをも

って完了しているということになっております。PRも行っております。事績は

公表されておりませんが、決算の時に補助金交付額を公表しております。 

 

施策D2の26、28、31は非常に大事なことのように思いますが、計画は以前か

ら実施されていて事業は充実されているということですが、今後はどのように

対応していくのでしょうか。 

 

例えば26の住民参加による公園づくりにつきましては令和３年の３月に、こ

れから計画している福谷公園に対してどういう公園にしていくかワークショッ

プを開催したこともございまして、こういった市民との関わりの中で公園の設

計に反映させるということも行っております。 

 

今後も行っていくということでしょうか。 
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今行っている市民との取り組みの活動も継続していこうと考えております

し、報告事項３でもご説明させていただこうと思いますが、現在計画の改定を

予定しております。その中でアクションプランについても検証して、もっと協

働でやっていくにはどうしたらよいかというようなことも考えつつ、それをま

たアクションプランに落とし込むというような形にしていきたいと考えており

ます。 

 

他に質問はありませんか。 

続きまして、報告事項（３）「みどりと景観計画の改定について」、事務局

より説明をお願いします。 

 

それでは、報告事項(３) 「みどりと景観計画の改定」につきまして、資料に

沿って説明させていただきます。 

A3の資料で右肩に資料３-１と書かれているものをご覧ください。まず始め

に、委員の皆様は御存じの内容で恐縮ではありますが、計画の性質や位置づけ

について簡単に触れた後、改定についてご説明させていただきます。本市のみ

どりと景観計画は、その名のとおり、緑の基本計画と景観計画が一緒に盛り込

まれている計画でございまして、１つ目の丸の部分でありますが、緑の基本計

画は、都市緑地法に「市町村の緑地の保全及び緑化の推進に関する基本的な計

画」と規定されておりますように、市町村の区域内における緑地の適正な保全

及び緑化の推進に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための計画であり

ます。一方、景観計画は、景観法に、「景観行政団体が法の手続きに従って定

める良好な景観の形成に関する計画」とされておりますように、景観まちづく

りを進める基本的な計画として、景観形成の方針、行為の制限に関する事項な

どを定めることができる計画であります。緑がとても多く豊かな本市は、多く

の緑を軸にした良好な風景、景観が存在していることから、緑自体を適切に管

理・保全、あるいは整備して増やしていくことと、緑を軸にした景観のまちづ

くりを一体的に行っていこうということで、2つの計画を1つにした、この「み

どりと景観計画」を平成２３年に策定いたしました。 

次に、資料の右側の関連図をご覧ください。みどりと景観計画の位置づけ、

主に他の計画との関係についてご説明いたします。「みよし市総合計画」は、

市町村の全ての計画の基本となる行政運営の総合的な指針となる計画でありま

すが、みどりと景観計画は、この計画を最上位として、市町村の都市計画に関

する基本的な方針を定めた「みよし市まちづくり基本計画」に即した関係に位

置付けられており、みよし市環境基本計画、みよし市農業振興地域整備計画な

どの関連する他分野の計画とその内容が部分的に整合した計画でもあります。

また、この計画を推進するための実施計画として緑と景観それぞれのアクショ

ンプランがございます。みどりと景観計画は、繰り返しになりますが、今から

11年前の平成23年に策定されまして、計画の目標年次が平成35年、令和5年に設

定されました。この11年の間、計画を推進してまいりましたが、その間に、社

会情勢の変化や上位計画である総合計画とまちづくり基本計画の見直しもあり

ましたので、改めて市民の皆様の考え方の変化等を踏まえた将来像、目標、施

策やアクションプランとするため、令和5年度末に改定を行うものでございま
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す。 

裏面になりますが、資料３－２をご覧ください。その中の、右下の囲みの中

に黄緑色で塗ってある部分になりますが、計画改定における着眼点について説

明させていただきます。本計画に関連する法の改正として、都市緑地法を始め

として幾つか改正されております。都市緑地法の改正によりましては、市民緑

地認定制度、緑化地域制度などが創設されました。また、都市公園法の改正に

よりましては、公募管理設置制度いわゆるパークPFI制度が創設されました。ど

のような制度かといいますと、A４の資料で資料３－３をご覧ください。 

事例紹介になります。市民緑地認定制度は、NPO法人や企業等の民間が主体と

なって公園と同等の空間を創出する取組に対して、固定資産税等の軽減、補助

金の交付などにより行政が支援する制度です。近隣では、名古屋市西区にある

ノリタケの森がこの制度を活用して、人々が集う憩いの場となっております。 

次に、緑化地域制度は、緑が不足している市街地などにおいて、一定規模以上

の建築物の新築や増築を行う場合に、敷地面積の一定割合以上の緑化を義務づ

ける制度です。近隣では、名古屋市が市全域を指定区域にしております。300㎡

以上の敷地に建築する場合、建蔽率に応じて、敷地に対して１０～２０％の面

積を緑化することが義務づけられております。なお、壁面や屋上の緑化も有効

面積とされております。 

裏面にまいります。公募設置管理制度、いわゆるパークPFI制度は、民間活力

による新たな都市公園の整備手法で、公園の再生・活性化を推進し、都市公園

の質の向上に寄与する制度であります。近隣では、名古屋市守山区にある小幡

緑地の一部で、オバッタベッタという名称で行われています。民間が主体とな

り緑地内にキャンプサイト、バーベキューサイト、レストランを整備して活性

化を図っております。また、豊田市の鞍ヶ池公園では、こちらも民間が主体と

なって、サービスセンターとカフェを公園内に整備し、活性化を図っておりま

す。これらの法改正によって創設された制度の活用は、実現性も考えなければ

なりませんが、改定する計画の１つの要素となる可能性がございます。 

A3資料３－２に戻ります。①関連する法の改正の３つ目の黒ポチの都市計画

法の改正は、市街化区域内の新しい用途地域であります田園居住地域の創設で

す。市街地内にある農地の位置づけを「宅地化すべきもの」から都市に「ある

べきもの」へと転換したことを踏まえ、農業の利便の増進を図りつつ、これと

調和した低層住宅に係る良好な住居の環境を保護する用途地域を指定すること

が可能となりました。次に、生産緑地法の改正によりまして、生産緑地制度の

期間延長でありますが、特定生産緑地制度が創設され、市街地内の農地の継続

的な保全ができるようになりました。いずれも市街地内の農地に関する改正で

すが、市街地の中で宅地と農地が共存できるようになってきております。 

続きまして、②社会情勢の変化でありますが、持続可能な社会を目指すため

のSDGsの考え方や、自然環境が有する機能を社会における様々な課題解決に活

用しようとするグリーンインフラの考え方などが近年叫ばれていることや、生

物多様性保全の視点をこれまで以上に取り入れていくことなどが求められてお

ります。また、法改正の内容とも一部重なる部分はありますが、さらなる公民

連携の強化や、都市公園の管理方針、マネジメントの視点を計画に盛り込んで

いくことが求められてきております。 
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宇野委員 

続きまして、計画改定のスケジュールについてご説明させていただきます。 

本審議会とは別に設置しております「みどりと景観計画策定委員会」を中心に

改定作業を今年度から行っております。左下の表、策定委員会の議事内容（案）

をご覧ください。令和4年12月1日に第1回の策定委員会を開催いたしまして、「計

画の位置づけ・改定について」、「現行計画の概要とアクションプランの実施

状況」、「市民アンケート調査の実施」について検討し、意見等をいただきま

した。 

次に、市民アンケート調査を挟んで先週の３月１４日に第２回策定委員会を

開催しまして、「市民アンケート調査結果のご報告」、「問題点の抽出・課題

の整理」、「計画の基本理念（案）」について検討し、意見等をいただきまし

た。年度をまたぎまして、第３回策定委員会を来年の６～７月頃に開催し、「計

画の目標・基本方針（案）」、「施策の（素案）」を検討する予定としており

ます。そして、第４回策定委員会を９～１０月頃に開催し、引き続き施策の（案）

と計画の進行管理方法（案）について検討していきます。このあたりで改定計

画の全体がほぼ固まる予定になります。その後、計画案をＨＰ等に掲載して市

民の皆さまから意見をいただく「パブリックコメント」を１２月頃に行いまし

て、年明けの１～２月頃に第５回策定委員会を開催して、パブリックコメント

結果と意見への対応と、計画改定案の承認という流れでいく予定としておりま

す。なお、本審議会には、パブリックコメントの前後で計画案ができあがりま

したら、審議会を開催して審議していただくことを考えております。 

以上で説明とさせていただきます。 

 

ただいまの説明につきまして、何かご不明な点や質問などございますか。 

 

パークPFIは最近いろいろな自治体で取り組まれて、今まで箱物を作ればよい

という考え方から、公園があって楽しめたりとか建物の部分と公園がうまく繋

がっていてお金をかけなくても楽しめたりとかよりよく過ごせるとかそういっ

たことが都市の魅力になってきているのかなと思うので、ぜひこういった街づ

くりの部分と連携しながら、緑地を増やすということも大事ですがうまく魅力

として生かして楽しめるといったところにつながっていくといいなと思いま

す。アクションプランを発展させていって、街づくりの観点で何かシンボルと

なるようなものができていくといいと思います。 

 

PFIの手法は、本市において実際事業を進めるうえでいかがでしょうか。 

 

本市でPFIの手法で公共施設を建てた前例はまだありません。ただ、施設を作

るときに手法の一つとして検討は必ず行われております。民間から資金を提供

いただきながら管理をしたときに、運営も民間になりますので、全く収入がな

いような施設でPFIを導入しても、維持管理のお金を節約されてしまうだけで、

行政のサービスの質が下がってしまうことに繋がりかねないのでPFIが見合う

施設に当てはめなければいけないと思います。 

 

素敵な公園はありますが、その中にお茶を飲む場所がなく、自動販売機があ
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るだけでして、そういったところにスターバックスなど素敵な空間があれば、

ランニングするという目的じゃなくてもちょっと公園によって散策したりだと

かお茶飲んだりだとかコミュニケーションの場が生まれたりすると思います。

ただだだっ広い公園が、飲食店を入れたりデザイナーを入れて遊ぶ空間を作っ

たりとか、そういうことで人が集まり、公でも民でもないというところが大事

だと思います。 

 

みよし市は高速道路がありまして、豊田と名古屋を繋ぐ場所になっておりま

す。みよしを通過する人は多くいますので、そういう方を取り込んで、人が滞

留してもらえるような施設づくりや魅力づくりをすると注目を浴びると思いま

す。 

 

それでは本日の内容については、以上であります。進行を事務局へお返しし

ます。 

 

芹澤会長ありがとうございました。全体を通して何かご質問はございますで

しょうか。それでは、これをもちまして令和４年度第１回みよし市みどりと景

観審議会を閉会いたします。 

このあとは、会議冒頭に申し上げましたように、現地視察にまいります。現

地視察終了後は、駐車場での解散となりますので、手荷物等はご持参いただき

ますようお願いします。準備が出来次第、出発したいと思います。よろしくお

願いします。 

 

 


